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  １．はじめに

1.1　本研究の目的と背景
　本稿では，まず福島第一原子力発電所事故（以
下，福島原発事故）前の原発安全規制制度と事
故後の新規制基準が原子力リスクを格段に減ら
し，国民の信頼が得られるほどのものであるか
について考察する。福島原発事故後，世界的な
原発安全規制基準の強化に伴い，原発の安全
対策費が高騰化して，国内での早期廃炉や原発
建設を取りやめる企業が増えつつある。そのた

め，原発の安全対策費上昇による，原発の経済
性に関する検証も必要である。本稿では，原発
建設費用の高騰傾向の中で，原子力リスクから
安全な社会に向かうための規制制度の在り方と
原子力政策の今後の方向性を提案する。
　2011 年に起きた福島原発事故の影響によ
り，世界各国は原発に対する安全規制制度を国
民の信頼が得られるような見直しおよび強化を
迫られるようになった。特に，事故当事者であ
る日本は，内閣府に設置されていた国の行政組
織である原子力安全委員会を，2012 年 9 月に
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独立性の強い「第 3 条機関」（形式的には環境
省の外局）としての「原子力規制委員会」に改
編した。併せて原子力規制委員会の事務局とし
て，原子力安全の実務的権限を持っていた原子
力安全・保安院を中心にした組織改編で「原子
力規制庁」が誕生した。
　このように福島原発事故の後，日本政府は原
子力規制関連の行政組織を大幅に整備した。そ
して，2013 年に原子力規制委員会は「新規制
基準」を制定した。この規制基準に合わせるこ
とを原発の再稼働への前提条件に，再稼働の申
請が行われた原発に対する審査を進めることに
なった。2019 年 12 月末現在，全体 37 基の原
発（廃炉もしくは廃炉検討中の原発は除外）の
中で，15 基の原発が原子力規制委員会の審査
基準をクリアしており，そのうち 9 基が稼働中
である。日本政府は「この新規制基準は，世界
で最も厳しい水準」と強調している。しかし，
審査基準をクリアした原発の再稼働をめぐっ
て，依然として地域住民の不安の声は高い。
こうした住民の不安を反映した，原発立地自治
体の首長が安全協定に基づく再稼働の同意拒否
や，当該原発の安全対策設備の遅延により，新
規制基準をクリアしても原発の再稼働が計画通
りなかなか進まない。
　以下，本節の先行研究レビューに続き，第 2 節
では，日本の原子力政策を検討して，とりわけ稼
働歴 30 年以上の老朽原子炉の事故事象歴につい
て年代別・機種別・原因別に分析を行う。第 3 節
では，福島原発事故前後の原発安全規制度の変
化推移を考察したうえで，新規制基準が原子力リ
スクへの不安を払拭させるほどのものなのかにつ
いて検討する。第 4 節では，原発に対する世界的
な安全規制基準の強化傾向により新規原発の建
設コストが急騰している中，規制基準の強化が原
発の経済性に及ぼす影響を考察する。第 5 節は，
原発リスクから安全な社会に向けた，原発安全規
制制度と原発政策の方向性について提言を行う。

1.2　先行研究レビュー
　従来の原子力規制制度の問題点とその後の新
規制基準の課題については，数多くの先行研究
が行われてきた。その中から，本研究とかかわ
りが深い研究をいくつかレビューすると次のよ
うなものが挙げられる。
　阿部（2015）は，福島原発事故の原因を原
子力リスク管理の側面から検討している。福
島原発事故は，事実上ある特定のリスクは起
こらないという決定論的リスク評価（DRA：
Deterministic Risk Analysis）に基づいたい
わゆる「原発安全神話」にあると指摘し，リ
スクはいつでも起きる可能性があるという確
率論的リスク評価（PRA：Probabilistic Risk 
Assessment）によりリスク情報を最大限活用
した規制制度の導入を提案した。奈良（2015）
は，日本の新規制基準は，緩やかすぎて，安全
性が確保されていないと批判的に検討してい
る。特に原子炉立地審査指針の排除，耐震設計
基準の甘さ，災害時の防護措置区域の狭さは原
発の安全性を保障しないものであり，これらの
基準をより厳格化すべきと主張している。
　原子力市民委員会（2017）は，2016 年に出
した原子力規制委員会の「新規制基準の考え
方」は，新規制基準の正当性を主張するもので
あった。それによって，規制委員会が容認した
原発の再稼働が正当であることの根拠づけにな
るとされる。新規制基準は，原告の住民らによ
る損害賠償訴訟の際に，被告である電力会社や
政府機関を助勢し，かつ権威づけて裁判官たち
に圧力をかける役目を果たすと主張している。
原子力規制は，原発の安全性追求において従前
の方針を根本から変更することが期待されてい
たが，現状はそうではなく，リスク軽視による
現実を容認する傾向が強いと述べ，各項目別新
規制基準について批判的に検討した。
　高橋ほか（編）（2016）は，環境法政策の観点
から，原子力損害賠償，放射線物質汚染対策，
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原子力施設の安全規制・立地選定等の課題につ
いて，今後の解決に向けて提言した。また，原
子力基本法，原子炉等規制法上では，自治体の
役割は明記されておらず，原子力災害対策関連
法だけ自治体の役割が述べられていると批判し
た。自治体こそが，住民や地域の視点から原子
力安全規制に関与すべきであると主張している。
井上（2014）も，原子力安全規制の大前提は国
の一元的な権限と責任が十分に果たされること
であるが，現実はそうなっていないので，今後自
治体の権限と責任を強化すべきと主張する。安
全規制の根幹部分は，立地自治体が中心に周辺
自治体との広域的な連携を行う必要があるという。
　山名（編）（2017）は，事業者や政府から独
立した専門家の立場から福島原発事故の全体像
と原子力リスクの安全管理に関する問題点の解
明が必要であると主張している。特に事故原子
炉の廃炉が長い年月にわたる課題になる中，正
しい知識や管理技術の継承の喪失は，かえって
危険を増す。原子力安全管理の人材育成の重要
性を強調している。
　原子力安全規制に関する外国の文献では，以
下のようなものがある。チェルノブイリ事故以
後，IAEA（1988）が発刊した INSAG ― 3 では‘原
子力発電所基本安全原則’で安全文化を最も優
先的な安全原則として，“安全文化は原子力に
かかわるすべての活動に携わるすべての個人と
組職が，安全性に関するすべての情報を自由に
交換することができる開放された態度と過ちに
対する率直な認定，安全に対する徹底的な認識
と責任を共有する文化的風土である”と定義し
た。IAEA（1991）は，INSAG ― 4 文書で安全
文化の概念を次のようにより明確に定義した。
すなわち原子力安全文化を，“原子力発電所に
おいて安全問題が最優先の事項であることを確
かめる組職と個人の姿勢と品性が結集されたこ
と”と定義した。
　米国のNRC（Nuclear Regulatory Commission）

は，福島原発事故が起きた 2011 年に，安全文
化を“人間と環境の保護を保障するために，
他の競争的な目標より安全性を優先的に強調
する経営陣と各個人の集団的約束に起因す
る核心価値と行為”と定義づけた。Anthony 
C.Krautmann and John L.Solow（1992）は，原
子力発電効率と稼働年数との関係を分析して，
稼働年数が増えるほど原子力発電効率は減少す
ることを表した。そして，原子力事故によって
安全規制が強化されるようになり，初期建設費
用と運営費用および潜在的な原発解体費用増加
により，原発の費用上昇を招くと示唆した。
　David, et al.（1996）は，米国の TMI（Three 
Mile Island）事故以後，NRC の安全規制強化
政策が実質的に安全性を進めたのかについて
分析した。特に，この研究は予期せぬ故障な
どにより発生する非計画停止危険率（hazard 
rate）を計算して，原発の安全性を測定する代
理変数に用いた。その結果，TMI 事故以後，
NRC の安全規制強化政策は非計画停止危険率
を著しく減少させていることを明らかにした。
これは，米国政府の安全強化政策が実質的な安
全性向上への寄与を示唆している。
　朴ウヨン・李サンリム（2016）は，主要原発
保有国が安全性確保にむけた原子力安全規制シ
ステムについて比較分析を行った。主要原発事
故による規制システムの変化が原子力性能と安
全性に与えた影響を調査した。原発の安全運営
に必要な要因の中で，非技術的要因，特に安全
文化の大切さを明確化した。しかし，安全文化
そのものは強制性がなく，特に原発事業者は原
発安全性が収益性と相反される場合は，安全性
を毀損しながら収益性を確保しようとする誘引
が働くという。したがって安全な原発運営のた
めには制度的な管理・監督すなわち，安全規制
システムの構築が欠かせないという。
　キム・ジングク（2012）は，原子力発電関連
予算制度の改善を提案した。韓国では，安全規
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制に必要な費用は現在原発事業者である韓国原
子力水力㈱が負担している。しかし，これは規
制の独立性と透明性を損なうので国家による安
全規制財源の確保が必要と主張した。そして原
子力施設の効率的かつ専門的な規制のために，
現在韓国原子力安全技術院と韓国原子力統制技
術院のように重複される規制業務体制から単一
専門機関へ一元化すべきと主張した。
　以上の先行研究は，原子力規制制度の問題点
と課題を集中的に考察したものである。本稿の
考察のように，日本の原子力政策の全体を鳥瞰
したうえ，規制基準の強化による原発の安全性
と経済性の変化，原発の経済性の評価，公共政
策としての原子力安全規制政策の再評価を行っ
た研究はあまり見られなかった。

２．日本の原子力政策

　日本では，1955 年 12 月に原子力の開発およ
び利用の促進を定めた「原子力基本法」が成
立されて以来，原発を主要エネルギー源とし
て位置づけ，国策として原発の建設・稼働を
積極的に進めてきた。1963 年 10 月に東海村で
建設された動力試験炉の JPDR（Japan Power 
Demonstration Reactor）が臨界となり，1966
年 7 月に東海村で建設された最初の商業炉の東
海第一原発で発電がはじまった。さらに，1974
年に原発の立地・周辺自治体に財政的支援を強
化する，いわゆる「電源三法」が成立されて （1） ，
原発の建設が加速する契機となった。実際，東

海発電所（1960 年着工，1966 年運転開始）と
敦賀発電所（1966 年着工，1970 年運転開始）
など初期の原発を除いた，ほとんどの原発が電
源三法の成立以降に着工されたものである。
　福島原発事故直前まで，日本で稼働されてい
た原発の総数は 54 基であり，総電力の 25 ～
30％を賄っていた （2） 。福島原発事故発生時点の
エネルギー基本計画では，原子力が 2030 年ま
で総発電量の約半分を占めていた（表 2.1）。当
時の日本政府は，原発を将来の「最も重要な電
源」として位置づけていた。ところが，福島原
発事故後，原発に対する国民の信頼は大きく揺
らぎ，事故当時の民主党政府は国民的議論の
末，2030 年までの脱原発シナリオをエネルギー
政策の目標とした（エネルギー環境会議（2012）） （3） 。
　しかし，2012 年 12 月に自民党政権に代わっ
てからは，再び原発を重要エネルギー源として
位置づけ，2018 年 7 月に閣議決定された第 5 次
エネルギー基本計画（新エネルギー基本計画）
では，2030 年に向けて再生可能エネルギーを初
めて「主力エネルギー」と位置づけながらも，
原発も「ベースロード電源」として総発電量に
占める割合を 20 ～ 22％と決めた。ただし，こ
うした 2030 年の原発目標については疑問の声
も多い。福島原発事故の後，日本国内で稼働す
る原発は急減した。原発を稼働させるためには，
ストレステストによる検証と 2013 年 7 月に施行
された新規制基準をクリアしなければならない。
　2019 年 12 月末現在，原子力規制委員会の審
査を受け再稼働の許可を得た原発は 15 基，審

⑴　電源三法は，電源開発促進税法，電源開発促進対策特別会計法，発電用施設周辺地域整備法の 3 つの法律をい
う。電源三法について詳しくは，清水修二（1991），湯浅陽一（2011）を参照。

⑵　日本では，1970 年代には 20 基，1980 年代には 16 基，90 年代に 15 基，2000 年以降に 5 基と，合計 57 基が建
設された。このうち，1988 年に東海原発，2009 年に浜岡 1・2 号は運転を終了し，福島発電事故直前までは 54
基が稼働していた。

⑶　民主党政府のエネルギー・環境会議は，「革新的エネルギー・環境戦略」を決定し，①原発の 40 年運転制限制
を厳格に適用する，②原子力規制委員会の安全確認を得たもののみ再稼働とする，③原発の新設・増設は行わな
い，という原子力政策の方向性を示した。ただしこの目標は閣議決定されたものではなかった。
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査中の原発は 12 基，まだ未申請の原発は 9 基，
そして 17 基は原子力委員会の審査を受けること
を諦め，廃炉が決まっている。現在日本で稼働
可能な原発は 36 基である （4） 。2030 年に原発割
合を 22 ～ 24％維持するためには，設備容量が
3539 ～ 3783 万 kW（原発約 30 基分に相当）が
必要である。しかし，原発の新設なしで稼働年
数 40 年ルールにしたがえば，日本で稼働可能な
原発設備容量は 2030 年に 2120 万 kW に留まる
ことになる。原子力市民委員会（2019）も，エ
ネルギー基本計画は，「再生可能エネルギーの主
力電源化を目指す」とする一方で，非現実的な
原子力維持目標に固執し，結果的に本格的な気
候変動対策を停滞させている」と批判している。
　既存原発の稼働年数を考慮すれば，新規原発

の建設なしでは 2030 年に原発割合 20 ～ 22％
を目標達成は厳しいといえる。実際，日本エネ
ルギー経済研究所（2018）は，原発シェアが
2030 年の 13.5％，2050 年の 11.9％とエネルギー
基本計画値よりかなり低く予測している（レ
ファレンスシナリオ基準 （5） ）。また，Azuma et 
al.（2018）によれば，既存原発の 60 年へ稼働
延長と新規建設が行わなければ，2050 年に原
発ゼロの状況になる（図 2.1）。
　福島原発事故は日本国内だけでなく，海外の
原発政策にも少なからず影響を与えた。ドイツ，
ベルギー，イタリア，スイスなどは，事故後
早々脱原発を宣言している （6） 。しかも，世界で
も最も原発を積極的に維持しようとするフラン
スも，現状（2018 年の原発シェア：約 72％）

表 2.1　福島原発事故前後の日本の 2030 年電源計画の変化

（単位：電源構成比，％）

電源
実績値 エネルギー基本

計画
（2007 年発表）

民主党政府の電
源計画（原発ゼ
ロケース）

（2012 年発表）

自民党政府の第
5 次エネルギー
基本計画

（2018 年発表）2010 年 2017 年

再生可能エネル
ギー（大型水力
含む）

9.6 15.4 21 35 22 ～ 24

原発 28.6 3.0 53 0 20 ～ 22
石炭 25.0 29.2 11

65
26

LNG 29.3 38.5 13 27
石油 7.5 3.3 2 3

その他 0.0 10.6 ― ― ―
合計 100.0 100.0 100 100 100

出典：エネルギー環境会議（2012），経済産業省（2007），経済産業省（2018）a，経済産業省（2018）b。

⑷　そして福島発電事故前から着工し建設中の原発が 3 基，計画中のものが 8 基あるが，建設中の 2 基は住民の激
しい反対を乗り切って竣工・稼働までにはかなり難しい状況であり，計画中の原発は着工に進む可能性はあまり
ない状況である。

⑸　レファレンスシナリオとは，今日までのエネルギー・環境政策が今後も趨勢的に推移することを仮定したとき
のシナリオをいう。

⑹　ドイツの場合，2011 年に原子力発電のフェーズアウト（段階的撤廃）を決めて以降，10 基の原子炉が廃止と
なり，2018 年末時点で 7 基が残っている。ベルギーは 2020 年までフェーズアウト，スイスは新設禁止，イタリ
アは 2009 年 2 月，4 カ所の原発を新設すると決定していたが，福島事故の後，国民投票により原発新設禁止と
なり，現在は原発ゼロの状況である。
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から 2035 年までに 50％へ原発シェアの縮小を
表明した。イギリスでは，北海油田の枯渇およ
び，電力の安定供給，地球温暖化対策などの観
点から新規原発の推進方針を明確に示した。た
だし，2019 年 1 月に中西部アングルシー島の
ウィルファ原発 2 基の建設計画を日立が凍結し
たように，再生可能エネルギーの発電単価の下
落と原発建設単価の上昇傾向に伴い，原発推進
への動力が減退する兆候が見えている （7） 。
　国際原子力機関（IAEA）（2018）のレポー
トによれば，2017 年時点で世界の総電力供給
の 10.3％（2,503TWh）を占めている原子力発
電の割合は，中央シナリオ（新政策シナリオ）
で予測した場合に，2040 年までに 9.2％に低下
する見通しである。一方で，自然エネルギーの
割合は 2017 年の 24.6％から 2040 年に 41.4％ま
で拡大すると予測されている。

３．福島原発事故前後の原発安全規制制度

3.1　福島原発事故前の原子力安全関連法およ
び規制制度

　日本では，1955 年に原子力政策の基本方針を
定めた「原子力基本法」に相次ぎ，1957 年に原

子力の安全規制関連法律である「核原料物質，
核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」

（以下，原子炉等規制法）が公布された（表 3.1）。
原子炉等規制法第 64 条では，「原子炉等による
災害発生の急迫した危険がある場合において，
災害を防止するため緊急の必要性があると認め
るときは，原子炉等の使用の停止，その他必要
な措置を講ずることを命ずることができる」と
規定されている。この法律は，原子力の「災害
防止」の観点から原子力施設の設置，建設，運
転など各段階で認可と検査を受けることを義務
づけている。ただしこの時期に，原子力安全問
題の責任機関である原子力安全委員会が，原子
力政策の立案，推進主体である原子力委員会の
中に設置されているなど，原子力安全確保問題
に真剣に取り組む姿勢が欠如していたといえる。
　1978 年に原子力安全委員会が原子力安全確
保の充実強化を目的に，原子力委員会から分
離・設置された。1974 年 9 月に発生した原子
力船「むつ」の放射線漏れが契機になった。日
本の原子力安全問題について原子力発電事業者
に対して直接規制するのは規制行政（経済産業
省原子力安全・保安院，文部科学省等）であ
る。規制行政から独立した原子力安全委員会が

図 2.1　日本の原発の電力生産可能容量推定
出典：Azuma et al.（2018）。

（GW）

⑺　これについて詳しくは第 5 節参照。

（年）
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さらにそれをチェックする多層的体制となって
いた。当時，原子力安全委員会の役割は主に以
下の通りである。

１．原子力利用に関する政策のうち，安全
の確保のための規制に関する政策に関
すること

２．核燃料物質および原子炉に関する規制
のうち，安全の確保のための規制に関
すること

３．原子力利用に伴う障害防止の基本に関
すること

４．放射性降下物による障害の防止に関す
る対策の基本に関すること

５．その他，原子力利用に関する重要事項
のうち，安全の確保のための規制にか
かわるものに関すること。

　そして，1999 年 9 月 30 日の東海村 JCO ウ
ラン加工工場臨界事故を契機に，原子力の安全

確保にむけた原子力安全委員会の機能はより強
化された。これまでに比べて，主な強化点は以
下のとおりである。

・ 規制行政による監視・監査機能の強化
（設置許可以降の後続規制段階において
も，規制調査を通じた監視・監査を行う）

・ 原子力災害対策特別措置法の制定を受け
た災害対策の強化等（緊急時対応体制の
整備，緊急被曝医療体制の整備，事故・
故障原因分析の強化等）

・ 新たな政策課題への対応（安全規制にお
けるリスク情報の活用検討，安全審査指
針類への最新知見の反映，安全文化の醸
成等）

　また，原子力安全委員会を独立した立場から
補佐する目的で 2000 年 4 月にその事務局を科
学技術庁から内閣総理大臣官房原子力安全室へ
移管した （8） 。そして 2002 年の東京電力㈱によ

表 3.1　日本の原子力規制関連年表

原子力規制関連制度・機構 福島原発事故前の主な原発事故
1955　原子力基本法公布
1956　原子力委員会発足
1957　原子炉等規制法が公布
1961　原子力損害の賠償に関する法律が成立
1978　原子力安全委員会が原子力委員会から分離・設置

2001　 原子力安全・保安院が発足，安全委員会とともに
内閣府へ移管

2003　 原子炉等規制法が改正され規制行政への監督機能
強化

2011　原子力損害賠償支援機構法が公布・施行
2012　原子力規制委員会設置
2013　新規制基準施行
2014　 原子力損害賠償支援機構が原子力損害賠償・廃炉

等支援機構に改名

1974　原子力船「むつ」放射能漏れ事故
1981　日本原電敦賀原発放射能漏れ事故
1991　関西電力美浜 2 号機蒸気発生器事故
1995　もんじゅナトリウム火災事故
1999　JCO 核燃料工場臨事故，2 人死亡
2002　東京電力トラブル隠し事件

2004　関西電力美浜 3 号機事故，5 人死亡
2011　 福島第一原発事故

出典：原子力市民委員会（2017）などに基づいて作成。

⑻　その際に，職員数を 20 名程度から 50 名程度に増員し，同時に技術的知見を有する非常勤の専門家（技術参与）
を 40 名程度採用した。

年 年
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るデータ改竄等の不正の問題を受けて，原子力
安全委員会の監視・監査機能はさらに強化され
た。同時期にて，任期 3 年の原子力安全委員会
の委員数は 5 名であり，衆・参両議院の同意を
経て内閣総理大臣によって任命されていた。
　これとは別途に 2001 年 1 月に原子力安全問
題について業者に対して直接規制する行政とし
て，原子力安全・保安院が新設された。原子力
安全・保安院は，経済産業省の一機関である。
法令上の位置づけは「経済産業省・資源エネル
ギー庁の特別機関」とされた （9） 。当時，原子力
安全・保安院は，主に以下の事務を担当するこ
とになった。

１． 原子力にかかわる製錬，加工，貯蔵，
再処理および廃棄の事業並びに発電用
原子力施設に関する規制と安全の確保
に関すること。

２． エネルギー源としての利用に関する原
子力の安全の確保に関すること。

３． 火薬類の取締り，高圧ガスの安全管
理，鉱山の保安など「産業保安」の確
保に関すること。所掌事務にかかわる
国際協力に関すること。

　原子力安全・保安院は，これらの施設に対し
ては必要に応じて，立入検査，報告書徴収，改
善命令等を行うことができた。ただし，原子力
安全・保安院は「原子力安全」だけでなく「産
業保安」も行っていたので，原子力安全のみを
専門としていなかった。しかも，原子力の安
全・規制を担当する行政が原発を推進する担当
行政の傘下に置いていた。

3.2　福島原発事故後の原子力安全規制制度
　福島原発事故の直接的な要因は，長時間全電
源喪失による冷却機能停止から発生した核燃料
棒のメルトダウンであったことは，従来の各種
調査報告書からほぼ立証されている。すなわち
福島原発事故は，長時間にわたる全電源喪失状
態に対して十分な対策を講じることができな
かったことに起因した。たとえば，1990 年に
原発安全設計審査指針の策定時にて，原子力安
全委員会は「長期間にわたる全交流動力電源喪
失は，送電線の復旧または非常用交流電源設備
の修復が期待できるので考慮する必要はない」
と想定していた。全電源喪失は絶対に起こらな
いという方針で，地震や津波の規模を予測し，
安全対策を立てていたことが判明されている。
　また，原子力施設事故・故障分析評価検討会
全交流電源喪失事象検討ワーキング・グルー
プ（1993）では，国内外の事例を分析し「日本
においては諸外国と異なり，外部電源と同時に
さらに複数台ある非常用発電機がいずれも不作
動となる事例は過去一度も生じていないこと，
また，日本で起きた過去 4 件の外部電源喪失事
例は台風・雷によるものであったがいずれも直
ちに非常用発電機による給電に成功しているこ
と，原子力発電所の非常用蓄電池の容量はいず
れも 5 時間以上であること」などを調査結果と
してまとめている。すなわち長時間にわたり電
力供給が停止することなどを想定外としていた
ことが，事故の主な要因に挙げている。国際原
子力機関（IAEA）（2015）は，2015 年 8 月に
世界 40 カ国以上の専門家ら約 180 人が検証し
た，事故の最終報告書を発表した。この報告書
では，「原子力発電は絶対安全である」との思
い込みがあったため大事故につながったと批判
している。

⑼　原子力安全・保安院は，科学技術庁原子力安全局の原子力安全部門，通商産業省環境立地局の産業保安部門に
より組織された。当時，職員数は 800 名程度であり，年間予算は約 800 億円であった。
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　このことについて，松浦祥次郎元原子力安全
委員長は，「（当時は）何もかもがダメになると
いった状況は考えなくてもいいという暗黙の了
解があった。隕石（いんせき）の直撃など，何
でもかんでも対応できるかと言ったら，それは
無理だ」と釈明している （10） 。後日の会見では，

「原子力の利益は大きく，科学技術を結集すれ
ば，地震や津波にも立ち向かえると考えて利用
を進めてきたが，考えの一部をたたきつぶされ
た」と述べ，「問題の解決方法を突き詰めて考
えられていなかったことを申し訳なく思う」と
謝罪の意を伝えた （11） 。
　福島原発事故は，原子力安全規制当局の責任
と権限が不明確であったことも大きな原因と
なった。福島原発事故関連各種の報告書から，
原子力の安全問題に責任ある機関である「原子
力安全委員会」が，事故前も後も原子力安全確

保の役割を十分に果たせなかったことが判明し
ている （12） 。そもそも原子力安全で最も重責を
担っている機関である原子力安全委員会は，原
子力災害対策特別措置法第 20 条により，原子
力緊急事態にて原子力災害対策本部長への助言
機関にすぎず，原子力災害への主体的な取り組
みをなしうる立場になかった （13） 。
　原発の長時間全電源喪失を想定しなかっ
た一義的責任は原発事業者にある。しかし
ながら，原子力安全委員会が全電源喪失の
可能性を予期しなかったことや看過したこと
は，原発の安全確保に責任ある行政として
責務を果たしたとはいえない。福島原発事故
後，規制する側の原子力安全・保安院と規制
される側の原発事業者間における緊張感の
薄い関係については，数多くの指摘があっ
た （14） 。原子力発電を推進する資源エネルギー庁

⑽　asahi.com2011 年 3 月 31 日 16 時 39 分「原発の全電源喪失，米は 30 年前に想定し，安全規制に活用」から引用。
⑾　「“解決方法突き詰めず，申し訳ない」＝原発推進めぐり元安全委員長”. 時事通信 2011 年 4 月 1 日から引用。
⑿　福島発電事故原因究明のための各界の主要調査委員会は 2012 年に設置されており，民間から福島原発事故独

立検証委員会（委員長：北澤宏一），東京電力から福島原子力事故調査委員会（委員長：山崎雅男），国会から東
京電力福島原子力発電所事故調査委員会（委員長：黒川清），政府から東京電力福島原子力発電所における事故
調査・検証委員会（委員長：畑村洋太郎）があった。

⒀　1999 年 9 月 30 日の東海村 JCO 臨界事故を契機に制定された原子力災害対策特別措置法の 20 条 6 項により，
原子力安全委員会は東京にある原子力災害対策本部（もしくは権限委譲がなされた原子力災害現地対策本部）へ
の助言を行う機構として位置づけとなった。

⒁　原子力安全・保安院ないし経済産業省の職員が，長年にわたって電力会社をはじめとする原子力関連企業に多
数再就職したために，原子力規制機関と規制対象企業の間に癒着関係が生じ，原子力発電所における大規模な事
故発生の遠因になったと考えられている。

表 3.2　原子力規制委員会のメンバー構成および委員の専門分野

期間 委員長及び委員

1 期 2012 年 9 月～
2014 年 9 月

田中俊一
（初代委員長）
〈原子力工学者〉

島﨑邦彦
（委員長代理）
〈地震学者〉

更田豊志
〈原子力工学者〉 中村佳代子

〈放射線医学者〉

大島賢三
〈外交官〉

2 期 2014 年 9 月～
2015 年 9 月

田中知
〈原子力工学者〉

更田豊志
（委員長代理）
〈原子力工学者〉

石渡明
〈地質学者〉3 期 2015 年 9 月～

2017 年 9 月 伴信彦
〈医学者〉

4 期 2017 年 9 月～
2019 年～

山中伸介
〈原子力工学者〉

出典：筆者らのまとめによる。
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とこれを規制・チェックすべき機関である原子
力安全・保安院がともに経済産業省に属してい
たことで，規制機関としての機能を果たしてい
ないとの疑問が続いていた。すなわち原発規制
行政・機関は，原発の安全確保を最優先視する
のでなく，安全確保にかかるコストや業者側の
声に耳を傾けたのではないかという批判であっ
た （15） 。
　以上の批判を受け，2012 年 9 月に既存の原
子力安全委員会と原子力安全・保安院を廃止
し，2012 年 6 月に公布された「原子力規制委
員会設置法」に基づき原子力規制委員会を設置
することになった。原子力規制委員会は原子力
安全に関する最高意思決定機構として，前述の
ように環境省の外局として設置された。国家行
政組織法第 3 条第 2 項の三条委員会と呼ばれ
る，独立性の強い行政委員会として位置づけら
れた （16） 。ただし，原子力規制員会は，2012 年
9 月に発足してから 4 期目を迎えているが，委
員会メンバーは 2 期目からは原子力工学者など
原子力推進政策に賛成する立場を持つ委員が過
半を占めていた。

　そして，原子炉施設等の規制・監視にかかわ
る機関を一元化するため，同委員会の事務局と
して原子力規制庁を置くことになった。各国
の原子力規制関連行政と技術支援機関の職員数
を比較してみると，日本は韓国を上回るが，米
国とフランスよりは劣ることが分かる。原子力
市民委員会（2017）は原子力規制庁の防災対策
機能の脆弱さについて批判的な見解を示してい
る。たとえば，原子力規制庁で原子力防災を担
当するのは，長官官房の傘下にある放射線防護
グループの原子力災害対策・核物質防護課だけ
である。その職務も原子力災害対策指針の策定
などに限られ，非常時における事故対応にはあ
まり役立たない。原子力規制庁の職員の大半も
供給源である原子力安全・保安院とその傘下の
原子力安全基盤機構（JNES）から引き継いで
いるので，緊急事態への対応能力も低いままで
あるといえる。
　そして，原子力規制委員会設置法の附則に
は，「原子力規制庁の職員については，原子力
利用の推進にかかわる事務を所掌する行政組織
への配置転換を認めないこととする」という，

⒂　原子力発電を推進する「資源エネルギー庁」と規制する「原子力安全・保安院」が，同じ経済産業省の中にあ
るため，同じ官僚が省内の異動によって，推進と規制を往復する人事交流が行われ，規制対象である電力会社に
天下りした退職者が規制行政に干渉するなど，規制機関が監査機能の役割を果たしていなかったことも，原因の
一つと考えられた。

⒃　原子力規制委員会は，国民の生命，健康および財産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資するた
め，原子力利用における安全の確保を図ることを任務とする（法 3 条）。原子力規制委員会は，予算約 450 億円
(2019 年度 )，職員 1,056 名 (2018 年末 ) であり，委員長および委員 4 人をもって組織されている。委員会の委員長
および委員の任期は 5 年で，再任されることができる。

表 3.3　各国の原発規制行政と技術支援機関（TSO）の職員数比較

規制当局 TSO

日本 原子力規制庁（NRA）：900 人 JNES（350 人）が 2014 年 3 月に NRA に統合

韓国 原子力安全委員会：40 人 原子力安全技術院（KINS）：375 人

米国 原子力規制委員会（NRC）：3,500 人

フランス 原子力安全局（ASN）：400 人 放射線保護・原子力安全研究所（IRSN）：1,700 人

出典：各機関のウェブサイト情報などから作成。
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いわゆる「ノーリターンルール」が定められた
（附則第 6 条第 2 項本文）。最も，同条項には「た
だし，この法律の施行後 5 年を経過するまでの
間において，当該職員の意欲，適性等を勘案し
て特にやむを得ない事由があると認められる場
合はこの限りでない」とする例外規定が設けら
れた。このルールの例外規定により，2019 年
5 月の時点ですでに 1/3 の職員が出向元省庁に
出戻りしていることが判明されており （17） ，ルー
ルの形骸化が懸念されている。

４．福島原発事故後の新規制基準の詳細
と批判的検討

4.1　旧原子力安全基準と新規制基準の比較
　原子力安全規制の根拠法律である原子炉等規
制法は，福島原発事故前も 20 回ほど改正され
ていた。2013 年 7 月にも新たに改正されて，
それまでに原子力事業者の自主的措置であった

“過酷事故（Severe Accident）対策”の義務
化 （18） ，既存の原子力施設に対しても最新の規
制基準への適合を義務づける Back-fit（遡及）
の義務化，電気事業法に規定されていた詳細設
計基準を原子炉等規制法に一元化，原子炉運
転期間の原則 40 年稼働 （19） などの変更が行われ
た。また安全設計指針，安全設計審査指針など
各種の“指針類”を従来の内規から“規制委規
則”として定め，法的明文化を行った。
　その際に，原子力規制委員会は，専門家ヒア
リングやパブリックコメントを通じて，発電用
原子炉の共通要因による安全機能喪失および重

大事故を防止するための新規制基準を策定し
た。この基準は 2013 年 7 月に施行された。原
子力規制委員会によれば，新規制基準の考え
方は以下のとおりである（原子力規制委員会

（2013））。
① 　目的達成に有効な複数の（多層の）対策を

用意し，かつ，それぞれの層の対策を考える
とき，他の層での対策に期待しない「深層防
護」の徹底である。

② 　共通要因故障をもたらす自然現象等にかか
わる想定の大幅な引き上げとそれに対する防
護対策の強化，地震・津波評価の厳格化，津
波浸水対策の導入，多様性・独立性を十分に
配慮，火山・竜巻・森林火災の評価も厳格化
である。

③ 　自然現象以外の共通要因故障を引き起こす
事象への対策強化，火災防護対策の強化・徹
底，内部溢水対策の導入，停電対策の強化

（電源強化）である。
　以上の考え方に基づいて新規制基準が作成さ
れた。新規制基準は，事故に備えて住民から十
分に離れて立地したかを評価するための「立地
審査指針」，設備の基本設計の適合性を審査す
るための「安全設計審査指針」，設備の安全機
能を考慮した事故解釈評価結果の適合性を審査
する「安全評価審査指針」に分けられている。
このうち，表 4.1 および表 4.2 でみるように「安
全設計審査指針」には旧安全基準に比べて大幅
な改正強化が行われたが，「立地審査指針」と「安
全評価審査指針」は旧指針からあまり改正され
ず，また立地審査指針が新規制基準の設置許可

⒄　ウィキペディア（Wikipedia）（2019/05/15 14：56 UTC 版）。
⒅　過酷事故は，技術的見地からみて最悪の場合には起こるかもしれないと考えられる事故として，原子炉等規制

法（43―3―6―3）に“発電用原子炉炉心の著しい損傷，その他原子力規制委員会規則で定める重大な事故”と定義
されており，同法規則第 4 条では，A．炉心の著しい損傷，B．核燃料物質の貯蔵設備に貯蔵する燃料体または使
用済み核燃料の著しい損傷，と規定されている。

⒆　ただし，原子力規制委員会の許可が得られれば，例外措置として 1 回に限り最大 20 年まで延長可能となって
いる。
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基準規則から除外されることにより旧指針より
返って後退しているという批判があった（原子
力市民委員会（2017））。
　立地審査指針は，原発の導入が開始された当
初から，原発での万一の事故に関連して，その
立地条件の適否を判断するために，1964 年に
原子力委員会が決定した「原子炉立地審査指針

およびその適用に関する判断のめやすについ
て」（平成元年一部改訂），「原子炉立地審査指
針（立地審査指針）」によって，原発立地の適
否に関する審査に適用されてきた。立地審査指
針では，考慮すべき要素として，あらかじめ決
めておいた重大事故（Major Accident）と仮
想事故（Hypothetical accident） （20） について評

表 4.1　旧原子力安全基準と新規制基準の総体的比較

対象 旧安全基準 新規制基準 新規制基準に対する批判

立地基準 確率論的リス
ク評価を考慮
したが結果的
には決定論的
リスク評価

確率論的リスク評価 〇立地審査指針（1964 年）の根本的な改正が
ない

〇新規制基準では，立地審査指針が除外されて
いる（住民の被ばく線量の未考慮）

〇“複数号機事故”の評価は考慮していない
〇一般産業設備とは違って，予測不能な巨大被

害を発生させる可能性がある原発に対して確
率論でリスク評価することは望ましくない

事故時の
安全

安全評価審査
指針

〇重大事故
⇒判断基準（線量評価）
　 甲状腺（小児）＜ 1.5Sv
　 全身被ばく線量＜ 250mSv，
　福島原発事故当時
　　＜ 100mSv（2012.6）
〇仮想事故
⇒判断基準（線量評価）
　 甲状腺（成人）＜ 3Sv
　 全身被ばく線量＜ 250mSv，
　福島原発事故当時
　　＜ 100mSv（2012.6）

全身線量の累積値＜ 2 万人・Sv

〇ただし立地審査指針としては採用しない

設計基準 安全設計審査
指針

新規制基準
（詳しくは表 4.2 を参照）

〇新規制基準は，適合性の如何を確認するだけ
であり絶対安全の保障ではない

〇福島原発事故原因が完全に解明されていない
状態で，応急的な対策である

〇共通要因（地震，津波，火災，内部溢水）の
多重事故を軽視

〇 Filter 付き Vent 施設義務化
　⇒住民被ばくの認定，稀ガスの放出量を無視
　  1/1000 の低減（Cs）でも，膨大な放射性

物質放出許容
〇高温・高圧の過酷な状況で耐えられる，炉内

の水位計および圧力計などの計測装備の不備

稼働年数 原則として 40 年，ただし原子力規制
委員会が認めた場合，1 回限りで 20
年延長可能

〇特例で 20 年延長稼働を認めたので，老朽原
発の稼働延長により事故の可能性が高くなる

地方防災
計画

原子力防災対
策指針

「原子力災害対策マニュアル」を公表
し，立地・周辺自治体に具体的計画の
作成を委ねている

〇原子炉の建設・運転を許可する際の法律上の
要件となっていない

出典：原子力市民委員会（2017），張（2018）などを基に作成。

⒇　重大事故を超えるような，技術的見地からは起こるとは考えられない事故をいう。
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価を行うよう求めている。すなわち，この指針
では技術的見地からは起こるとは考えられない
か，それに相当する核分裂生成物の放散を仮想
する事故（仮想事故）の発生を仮定しても，原
子炉施設の敷地周辺の公衆に著しい放射線災害
を与えない（すなわち表 4.1 の放射線量評価を
超えないように），原子炉から「ある距離の範
囲」に立地することを要求している （21） 。
　ただし福島原発事故前までは，「立地審査指
針」で，仮想事故やそれを超える事故は「想定
不適当事故」として無視されてきた。しかし福
島原発事故により 4 つの原子炉が同時に過酷事
故に至ったため，原子炉立地審査指針の問題点
が浮き彫りになり，新規制基準では，確率論的
リスク評価 （22） をより積極的に取り入れ，炉心
溶融確率などを審査する方針となった。
　しかし前述のように新規制基準では従来の立
地審査指針は，審査対象外となった。新規制基
準で，新たに重大事故等対策としてフィルタベ
ントを導入することにより放射性物質のセシウム
およびヨウ素は相当の量を除去することができて
も，フィルタを素通りする希ガスには除去効果が
あまりない。したがって，事故の想定次第では
希ガスの大量放出を評価せざるを得なくなり，

審査に合格することができなくなる。原子力市民
委員会（2017）は，このような事態を回避するた
めに，原子力規制委員会は立地審査指針そのも
のを不採用としたのではないかと推測している。
新規制基準では，立地評価の代わりに，格納容
器の性能目標，すなわち放射線の放出量を目標
値以下に抑制することを，重大事故対策の有効
性を評価する判断基準の一つに変更した （23） 。
　原子炉の設計規制基準（安全設計審査指針）
は，表 4.2 で見るように旧規制基準より大幅に
強化・新設されている。このうち，テロ対策と，
重大事故対策は旧規制基準にはなかった新たに
設けられた基準であり，その他の対策は，強化
もしくは一部新設された基準である。ただし，
新規制基準も，原子炉および原発の本質的なリ
スクの解決には至っていないという批判が依然
と存在する。表 4.2 では旧規制基準から新規制
基準へ強化・新設された項目を整理したうえ，
各項目別に主に原子力市民会（2017）から批判
されている事項を中心にまとめた。
　原発の「テロ対策」は，新規制基準施行から
検討されていたが，まだ結論を得ていない。「特
定重大事故対処設備」の一環として規定された

「テロ対策設備」も設置期限の 5 年間の猶予が

21　この目標を達成するためには，少なくとも原子炉から「ある距離の範囲」は非居住区域に，その外側の地帯は
低人口地帯であることを求めている。全身被曝線量は，福島事故前までには 250mmSv であったが，事故当時は
100mmSv に強化された。

22　確率論的リスク評価とは，原子力施設等で発生するあらゆる事故を対象として，その発生頻度と発生時の影響
を定量評価し，その積である「リスク」がどれほど小さいかで安全性の度合いを表現する方法である。ただし，
佐藤（2006）は，同評価には次のような問題点があることを指摘している。①ある事故シーケンスが起こる確率
には不確定性がある。②ある事故シーケンスの中でどのような現象が起こっているか不明なことがある。③機器
の故障率データに不確定性（国内のデータがなく海外の故障率データを使用することもある）がある。④　評価
の結果に有意に寄与する事故シーケンスを網羅できているか必ずしも明確ではない。そして，評価を絶対視する
と，本質安全による『最後の手段』への思考が及ばぬまま，数値のみで問題なしとしてしまうことがあると指摘
している。

23　原子炉の性能目標の定量的な指標値として，①炉心損傷頻度（CDF）：10－ 4/ 年以下，②格納容器機能喪失頻
度（CFF）：10－ 5/ 年以下，③放射性物質の拡散確率（LRF）→ガンの平均死亡リスク 10－ 6/ 人・年以下とし，
両方が同時に満足されることを適用の条件とすることが提示された。しかし，当時原子力安全委員会は上記の性
能目標の指標値を正式に決定することなく年月が経過し，2011 年 3 月に福島原発事故が発生した。
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設けられていて，まだ実装されていない。航空
機落下についても，確率が小さいとみなしてい
るが，欧米ではすでに二重格納容器を設置する
対策がなされつつある。「想定外」とされてい
た大津波を経験した日本で，確率が小さいが甚
大な被害が推測される事故に，十分な対策など
しないまま，規制基準として設定することは国
民の信頼を得難いといえる。
　過酷事故対策についても，次のような点で安
全性が保証されていない。すなわち設備運用を
自動化でなく運転員・作業員への依存 （24） ，常

設でなく可搬型設備を認めていること，過酷事
故シミュレーション解析の精度検証が不十分で
あることである。また，新規制基準における過
酷事故対策としては，原子炉格納容器内での水
素爆発の防止が要求されている。ただし，新規
制基準適合性審査における加圧水型原発での水
素発生量の想定が不十分であり，水素爆発の危
険性が依然と存在する（原子力市民委員会

（2017））。溶融炉心が原子炉容器を破損して原子
炉格納容器下部に流出する際に，溶融炉心・コ
ンクリート相互作用の進展を防ぐために，あら

表 4.2　旧安全基準と新規制基準の比較（設計基準）

規制項目 旧安全基準 新規制基準 新規制基準で新設または強化
された主な内容 新規制基準への批判

テロ対策 なし 意図的航空機衝突への対
応

〇特定重大事故等対処施設
　   最後障壁である格納容器

の厳格保護
〇施設の冷却維持
　   可搬型設備中心の対策
　   緊急制御室，注水機能，

非常電源
〇原子炉からの一定距離→
　100m 以上

特定重大事故対処設備の一環
として規定された「テロ対策
設備」が設置期限の猶予が設
けられており，まだ実装され
ていない。
攻撃者と防御者との対策レベ
ルは互いにエスカレートしあ
うものであり，上限を定義す
ることはできない。

重 大 事 故
（ S e v e r e 
Accident）
対策

なし
（事業者の
自主的措置）

〇放射性物質の拡散対策
〇格納容器破損防止対策
〇炉心損傷防止対策（複

数の機器の故障を想定）
〇従来事業者の自主的措

置の取り消し

〇炉心損傷防止対策→冷却機
能維持

　   炉心注水可能の可搬型注
水設備（消防車など）の
配置

〇格納容器破損防止対策
　   溶融炉心を冷やす格納容

器下部注水設備（ポンプ
車，ホースなど）の配置，
Filter 付き　Vent（BWR
義務，PWR5 年猶予）

　   あらかじめ原子炉下部
キャビティに水張りして
溶融炉心を冷却・貯留す
る方式を容認

〇敷地外への放射性物質の拡
散抑制対策

　   原子炉建屋へ放水する屋
外放水設備の設置

過酷事故対策について，設備
運用を自動化でなく運転員・
作業員に依拠していること，
常設でなく可搬型設備を認め
ていること，過酷事故シミュ
レーション解析の精度検証が
不十分であること，そして加
圧水型原発での水素発生量の
想定が不十分であり，水素爆
発の危険性が依然と存在する
ことなどが指摘されている。
さらに原子炉下部キャビティ
に水張りをする方式は，水蒸
気爆発が生じる恐れがあるこ
とが指摘されている。

24　原子力市民会（2017）によれば，過酷事故発生時の中央制御室にはプラントの異常に基づく多数の警報が次々
と同時に発信，表示され，その現場確認や対応措置を担う作業員は極度に緊迫した状態の中で正しい判断をする
のに長時間を要したり，判断ミスや操作ミスも生じやすくなったりするという。たとえば，大容量空冷式発電機
と常設電動注入ポンプの機能の信頼性を高めるために，その運用は運転員・作業員に頼ることなく，全交流動力
電源喪失の自動検出信号をもとに自動作動にすべきであるという。
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規制項目 旧規制基準 新規制基準 新規制基準で新設または強化
された主な内容 新規制基準への批判

その他の設
備対策

なし 内部溢水に対する考慮 〇溢水発生時の安全機能の確保
自然現象に
対する考慮

自然現象に対する考慮 〇旧基準は，洪水，津波，
風，凍結，積雪，土砂崩れ
に対してであったが，新基
準はこれらに竜巻，火山の
影響，森林火災などの追加

川内原発 1，2 号機は近くに
姶良カルデラ（鹿児島湾北部）
が存在し，そこで巨大噴火が
生じると火砕流などで設計対
応が不可能な影響を受けるお
それがある。

火災に対す
る考慮

火災に対する考慮 〇旧基準は「できる限り」不
燃性および難燃性であった
が，新基準は「原則とし
て」，不燃性及び難燃性を
使用

火山灰により原発の非常用
ディーゼル発電機が機能喪失
する可能性があるが，その評
価に用いられた火山灰濃度に
過小評価がある。また評価対
象噴火規模も小さい。

電源の信頼
性

電源の信頼性
→電源の多様化・多重化

（伊方原発の例）

〇空冷式非常用発電装置 4 台
を海抜 32m に配置

　　→ 1,825kVA × 4 台
　   福島原発事故前，SBO

でも 30 分以上は排除
〇重油タンク（3 基）
　　→ 非常用発電装置の 7 日

分燃料
〇配電線→追加の 1 ルート
（自主的対策）

　　→ 海抜 95m の変電所か
らの配電線敷設

〇蓄電池→状態監視のための
計測器などの 24 時間分

　  常設型 2 系統，可搬型 1
系統

〇空冷式非常用ガスタービン
発電機

〇電源車→ 300kVA× 3 台＋
75kVA × 3 台

冷却手段 冷却手段
→多様化（伊方原発の例）

〇重型ポンプ車 8 台，加圧ポ
ンプ車 6 台

〇水中ポンプ 30 台（自主的
対策）

　　→ 海水ポンプの使用不能
に備えた電動ポンプ

〇小型放水砲放水砲（可搬型）
4 台，常設型放水砲（3 号
機 2 台）

〇蒸気発生器代替注水ポンプ
（3 号機 1 台）

　　→  SG の補助給水ポンプ
が使用不能場合

　　　（自主対策）
その他の設
備性能

その他の設備性能 〇重用安全施設の供用は，旧
基準は，安全性が確保され
る限り可能であったが，新
基準は原則禁止

耐震・対津
波対策

耐震・対津
波性能

耐震・対津波性能 〇旧基準では活断層は約
12 ～ 13 万年前の活動まで
確認が必要であったが，新
基準では約 40 万年前まで
確認必要

〇旧基準では津波は地震の
「付帯事項」であったが，
新基準では「基準津波」に
対する安全性確保要求

設計基準地震動の大きさにつ
いて，地震学の専門家から過
小評価の指摘。たとえば，耐
震クラス分類において非常用
取水設備は C クラスに分類
されているが，本来 S クラ
スでなければならないという

注：原子力市民委員会（2017），張（2018）の資料を基に作成。
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かじめ原子炉下部キャビティに水張りして溶融
炉心を冷却・貯留する方式を容認している。
　原子力市民委員会（2018）によれば，この方
式を採用すると，大量かつ高温（2800℃前後）
の金属溶融物が水と接触により水蒸気爆発が起
きて，格納容器に大規模な損傷が生じるおそれ
のあるという （25） 。これに比べて，フランス，フィ
ンランドおよび中国で建設中の次世代型原発の
欧州加圧水型炉（EPR）では，原子炉容器から
流出する溶融炉心の冷却・保持対策として，水
を用いることのない乾式のコアキャッチャーを設
置して，水蒸気爆発の危険を避けている。
　また，新規制基準にしたがって各電力会社が
設定し，規制委員会が承認した設計基準地震動

（Ss）の大きさについて，地震学の専門家から
過小評価になっている可能性の指摘がなされて
いる （26） 。原子力市民委員会（2017）は，2016
年 4 月に起きた熊本地震に関する声明を出し
た。その中で，原発の新規制基準のうち，設置
許可基準規則における耐震安全性の審査基準

（以下，耐震基準と略す）が繰り返し地震を想
定外とみなしていることは，重大な欠陥である
と指摘した （27） 。なお，耐震クラス分類におい
て非常用取水設備は C クラスに分類されてい
るが，本来一層高い S クラスでなければなら
ないという。基準津波についても，島崎（2016）

は，海域の活断層による地殻内地震に起因する
津波について，西日本に多いとされる垂直断層
あるいは垂直に近い断層の場合に過小評価され
る可能性を指摘する。地震調査研究推進本部に
よるレシピ改訂を受けて，断層モデルによる震
源の大きさについてレシピ（イ）に基づく再評
価を早急に行うべきであるという （28） 。
　火山灰の影響についても，原子力市民委員
会（2017）は，現在，稼働中の川内，伊方原発
や設置変更許可済みの玄海，大飯，美浜原発
は，いずれも強化された規制基準を満たしてい
ないという。したがって，大規模な火山噴火が
起きると，現状では火山灰の影響により非常用
ディーゼル発電機が 2 台とも機能喪失になり全
交流動力電源喪失が生じて過酷事故に至るおそ
れがあるとされる。
　新規制基準に対するもう一つの批判は，規制
委員会（国側）が権限と責任を持っており，
地方の役割を一切認めないことである。井上

（2014）によれば，「原子力安全規制の大前提は
国の一元的な権限と責任が十分に果たされるこ
とであるが，安全規制の根幹部分は立地自治体
が中心になって周辺自治体と広域的な連携をと
る必要がある」という。金井（2012）は，「安
全協定を活用して立地自治体も原子力安全規制
に一定の関与をするとともに，独自のノウハウ

25　この方式による水蒸気爆発の可能性については，高島武雄・後藤政志（2015），高島武雄（2015）も指摘している。
26　島崎邦彦（2016）（地質学者，東京大学名誉教授（元原子力規制委員会委員長代理））が 2015 年に複数の学会（日

本地球惑星科学連合大会，日本地震学会，日本活断層学会）において，断層モデルをもとに震源の大きさを推定する
際に各電力会社が使用している入倉・三宅式は過小評価をもたらす可能性があるので不適切であることを指摘している。

27　基準地震動 Ss の繰り返しにより安全機能が損なわれるおそれの強い機器・配管として，PWR に関しては，蒸
気発生器伝熱管と原子炉格納容器の伸縮式配管貫通部が挙げられている。

28　基準津波とは，地震による津波や地震以外の要因で発生する津波の中で最も規模が大きいものをいう。原子力
発電所の津波に対する新規制基準では，発電所ごとに想定される津波のうち最も規模が大きいものとして策定し

（すなわち基準津波），その津波が敷地へ流入しないように防潮堤を設置するなど，安全上重要な施設への浸水防
止の強化を求めている。政府の地震調査研究推進本部（原発政策とは直接関係のない政府機関）は，2016 年 12
月 9 日に「震源断層を特定した地震の強震動予測手法」を修正した。修正案の中で，レシピ（ア）には，原発の
設計基準地震動の推計に使われてきた「入倉・三宅式」が含まれるが，過小評価の可能性が指摘されている。レ
シピ（イ）には新たな「武村式」が含まれる。武村式は熊本地震をほぼ再現できるが，原子力規制庁は「今まで
使ったことがない」ことを理由に，こちらを使用しようとはしないよいう（原子力市民会（2017））。
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を蓄積して国策の根幹に対しても具体的な寄与
ができる状況になっている」と主張する。また

「原発が，地域住民の納得のいく同意を得ずに
国の一元的な規制と権限により，（安全性を軽
視して）地域に立地することは，深刻なモラル
ハザードとなる」という。
　第 5 次エネルギー計画上でも，「我が国の原
子力利用には，原子力関係施設の立地自治体や
住民等関係者の理解と協力が必要であり，…。
一方，立地自治体等の関係者は，事故に伴って
様々な不安を抱えている。…，原子力が持つリ
スクやその影響，リスクに対してどう向き合い
対策を講じていくのか等について，丁寧な対話
を行うことが重要である。」と書かれている。し
かし現行の原発安全に関しては，自治体は事故
が起こった後の防災計画のみ参画可能であり，
原発安全審査に関与できない。地域で生産され
た電気の大半を大都市に送る。原発事故時には
直接的な被害を受ける自治体の安全審査に対す
る権限がないことは，公平性の観点からも大き
な問題があるといえる。
　以上に論じたとおり，新規制基準適合性審査
で認められた原発の過酷事故対策は，少なくな
い課題が指摘されていた。原子力リスクに対す
る国民の不安を払拭させているものとは言い難
い状況である。

4.2　原発の再稼働および主なトラブルと事故
状況

　福島原発事故の後，2013 年 9 月には原発稼

働ゼロ状況となった。原発事業者は再稼働のた
めには，以上のような新規制基準に合わせ，原
子力規制委員会に再稼働の許可申請を進めてき
た。その結果，2019 年 12 月末現在，原子力規
制委員会の再稼働許可を得た原発は 15 基の中
で，立地住民や自治体行政の強い反対に見舞わ
れ，まだ 6 基は稼働待機中の状況である （29） 。
稼働中の原発に対しても，周辺自治体などか
ら，原発再稼働に反対する訴訟，より慎重な対
応を求める議会決議や首長発言などが相次いで
いる （30） 。これは，福島原発事故以前にはほと
んど見られなかった。表 4.3 のように稼働待機
中の原発の中で，特に稼働歴 40 年を超える老
朽化原発が 4 基あることも，地元住民には不安
材料となっている。
　表 4.4 に，稼働歴 30 年以上原発を，再稼働
許可，申請，未申請別に分けて，各原発の主な
トラブル・事故数を整理した。これらの原発に
は，炉型を問わずこれまでに死亡事故を含め，
多数のトラブルや事故が発生してきた。稼働歴
40 年以上で最大 20 年延長稼働の許可をもらっ
ている 4 基の原発の中で，高浜 1 号機と 2 号機
は，確かに主なトラブルや事故歴が報告されて
いない。しかし，残り 2 基は死亡事故など大
きなトラブルを起こした経歴を持つ。そして
運転延長が認められた 4 基の中で関西電力の
高浜 1，2 号機，美浜 3 号機の 3 基は加圧水型

（PWR）という発電方式をとる。東海第二発電
は福島第一原発と同じ沸騰水型（BWR）であ
り，原発安全確保に不安要因となっている。

29　さらに，運転許可をもらった原発の中でも 5 年間猶予措置を置いたテロ対策設備工事が，技術的な難しさと工
期遅延などで 5 年以内完工される可能性の少ない原発が多数発生し，2020 年から稼働中止を余儀なくされる原
発が次々にでてくることが予想されている。たとえば，2020 年 3 月から九州電力の川内，玄海を皮切りに，関
西電力の高浜，大飯，美浜，四国電力の伊方の 6 原発 12 基で建設工事の遅れによる稼働中止状態に入ることが
予想されている。またテロ対策設備工事には，原子炉 1 基当り 500 億円から 1200 億円がかかると言われている

（日本経済新聞 2019 年 4 月 22 日，6 月 17 日報道）。
30　例えば，稼働中である 9 基の中で伊方原発 3 号機については，住民らが四国電力に運転差し止めを求めた仮処

分申請の抗告審で 2020 年 1 月 17 日に広島高裁は住民側請求を認め，運転を差し止める決定をした。
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表 4.3　日本の原発の稼働開始年代別審査および再稼働状況
（2019 年 12 月末基準）

稼働開始
年代

許可 審査中 未申請 廃炉稼働中 稼働待機中
2000 ～
2019

東北 1（05），志賀2（06），
泊 3（09），島根 3（建
設中），大間（建設中）

女川3（02），
浜岡 5（05）
東通 1（05）

1990 ～
1999

大飯 3（91），大飯 4
（93），伊方 3（94），
玄海 3（94），高浜 3

（95），高浜 4（95），
玄海 4（97）

柏崎 6（96），
柏埼 7（97）

泊 2（91），
女川 2（95），
浜岡 4（93）

柏崎2（90），
柏埼5（90），
柏 3（93），
志賀1（93），
柏 4（94）

1980 ～
1989

川内 1（84），川内 2
（85）

浜 岡 3（87）， 敦 賀 2
（87）， 島 根 2（89），
泊 1（89）

柏埼 1（85） 玄海 2（81），伊方 2（81），
女川 1（84），
福島第二1～ 4（82～ 87）

1970 ～
1979

高浜 1（74），
高浜 2（75），
美浜 3（76），
東海第二（78）

敦賀 1（70），美浜 1，2
（70,72）， 島 根 1（74），
大飯 1，2（79），玄海 1

（75）， 伊 方 1（77）， 浜
岡 1，2（76,78），福島第
一 1 ～ 6（71 ～ 79）

計 9 6 12 9 23
注：1．原発名の右側の数字は，原発号数であり，（　）内は原発の稼働開始年である。
　　2．福島原発事故の後，24 基は廃炉が決定されている。
　　3．伊方 3 号機については，2020 年 1 月 17 日に広島高裁により運転差し止めが決定された。
出典：電気事業連合会ウェブサイト資料などを基に作成。

表 4.4　稼働歴 30 年以上原発の炉型，主なトラブルおよび事故

稼働歴 原発名（稼働年） 炉型 主なトラブル・事故
稼働歴
30 年以
上

許可後
稼働中

川内 1（84） PWR 2010 年 1月，1 号機のタービン建屋内で，九州電力社員と協力会社社員
の 7 人がアース取り付け作業において火傷を負う事故があり，そのうち
協力会社社員の1人が全身やけどで同日夜，死亡した。九州電力社員と
協力会社社員の 2 人が重傷するなど 11 件以上発生。

川内 2（85） PWR 一次冷却材ポンプ変流翼取付ボルトのひび割れなど 2 件以上発生。
申請中 浜岡 3（87） BWR 屋外配管の腐食による蒸気漏れなど 4 件以上発生。

敦賀 2（87） PWR 放射性ガスが通る配管に 33 カ所の微小な穴が開いていたことなど 9
件以上発生。

島根 2（89） BWR 緊急停止排出水容器・水位異常高信号のため原子炉が自動停止するな
ど 11 件以上発生。

泊 1（89） PWR 非常用ディーゼル発電機 2 基が故障するなど 5 件以上発生。
未申請 福島第二 1（82） BWR 放射性トリチウムを処理もせずに海へ放水など 1 件以上発生。

福島第二 2（84） BWR 使用済み燃料の運搬中のトラブルなど 1 件以上発生。
柏埼 1（85） BWR 作業員が一日で受けても良いとされている「計画線量」である0.8ミリ

シーベルトを超える1.03ミリシーベルトを被曝するなど 2 件以上発生。
福島第二 3（85） BWR 原子炉再循環ポンプ内部のインペラー（回転翼）の溶接部が壊れ，炉

心に多量の金属片等が流出するなど 5 件以上発生。
福島第二 4（87） BWR 作業員の作業中骨折事故の労災の隠蔽をするなど 4 件以上発生。

稼働歴
40 年以
上

許可後
待機中

高浜 1（74）＊ PWR
高浜 2（75）＊ PWR
美浜 3（76）＊ PWR 2004 年に二次冷却系の復水系配管が通常運転中に破裂する事故によ

り死亡 5 名・重軽傷 6 名の事故が発生。
審査中 東海第二（78）＊ BWR 非放射性廃棄物を処理する排水管に放射性物質を処理する排水管の誤

接続など数件発生。
注：PWR は加圧水型軽水炉，BWR は沸騰水型軽水炉である。
　　＊は，最長 20 年までに運転延長を許可された原発である。
出典：電気事業連合会ウェブサイト「原子力発電運転情報」，原子力委員会（2019）。
　　　日本の原子力発電所ウィキペディア（Wikipedia）https://ja.wikipedia.org/wiki/ 日本の原子力発電所。



119日本の原子力政策と原子力安全規制制度（李）

　図 4.1 は，老朽原発の実例として，東海第二
原発のトラブル発生件数の推移を表している。
稼働開始後 10 年間こそ初期故障が頻発したが，
その後の 10 年間は安定期にあった。20 年間を
経過してからはトラブルが増えはじめ，30 年
経過後は高止まりしている。これは，稼働歴
30 年を超えた原発には事故やトラブルの可能
性も大きくなることを端的に示している。
　一方で廃炉を決めた 23 基の中で 16 基は稼
働歴 40 年以上の老朽原発であり，7 基はまだ
32 ～ 38 年の稼働歴の原発である。各発電事業
者の発表によれば，稼働歴 40 年未満の原発が
廃炉方針となったのは，新規制基準に対応する
ための安全対策費が高騰して，再稼働しても採
算の見込みがないことと安全対策工事の難し
さからとされる。原子炉 1 基の廃炉費用は，発
電事業者により多少差はあるが 350 ～ 400 億円
とされ，安全対策費は約 2000 億円に上ってい
た （31） 。

５．原発安全規制と原発のコスト

5.1　原発の発電コストの年代別比較と将来見
通し

　一国のエネルギー選択において，経済性は
重要な要素となる。なぜなら，一般国民の
生活や産業の競争力に大きな影響を与える
ためである。実際，日本のエネルギー政策の
基本理念は，「第 3 次エネルギー基本計画」

（2003 ～ 2010 年）まで，エネルギーの安定供
給（Energy Security），経済効率性（Economic 
Efficiency），環境への適合（Environment）の
いわゆる 3E の 3 つの要素が取りあげられた。
福島原発事故後，2014 年の「第 4 次エネルギー
基本計画」ではこれら 3 つのほか，エネルギー
の安全性（Safety）が追加され，3E ＋ S となっ
たが，エネルギーの経済効率性は依然としてエ
ネルギー政策の重要要素となっている。
　これまで日本では，原発をエネルギーの経済
効率性の側面において優れているエネルギー源

図 4.1　東海第二原発のトラブル発生件数推移
出典：東海第二原発訴訟運転差し止め訴訟の原告準備書面よる。

31　たとえば，九州電力の発表によれば，玄海 2 号機は廃炉費用が 365 億円，安全対策費が 2000 億円，そして四
国電力発表によれば，伊方原発は廃炉費用が 396 億円，安全対策費は同じく 2000 億であった。
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として国民に広く広報し，普及を政策的に推し
進めてきた。政府側から初めて原発の発電コス
トについて体系的な試算を行ったのは，経済産
業省の総合エネルギー資源調査会原子力部会

（以下，原子力部会）（1999）である（表 5.1）。
　この試算では，原発の資本費用，運転維持費
用，核燃料サイクル費用（燃料費を含む）の 3
つの項目を中心に試算を行い，原発の発電単価
を 5.9 円 /kWh として公表した。この単価は，
当時，水力（13.6 円 /kWh），石油火力（10.2
円 /kWh），LNG 火力（6.4 円 /kWh），石炭火
力（6.5 円 /kWh）より安い水準であった。さ
らに経済産業省の総合エネルギー資源調査会電
気事業分科会（以下，電気事業分科会）（2004）
でも，ウランの国際価格の下落傾向などを反映
し，核燃料リサイクル費をより低く見積もり，
原発の発電単価を他の電源より最も安い，5.3
円 /kWh と試算した。これらの試算は，原発
の経済性を高く評価し，政府の原発推進政策の
大きな根拠づけとなった。
　しかし，福島原発事故後，こうした原発
の発電コスト試算について疑問の声が多く
集まった。エネルギー・環境会議（2011）
では，これまでに原発のコスト試算に入れな
かった財政支援など政策経費，事故リスク対
応経費，安全対策費を発電コストとして，原

発の発電コストを 8.9 円 /kWh 以上と算定し
た （32） 。そして 2014 年で行われた経済産業省
総合エネルギー調査会発電コスト検証ワーキ
ンググループ（以下，検証ワーキンググルー
プ）（2014）では，2013 年に原子力規制委員
会の新規制基準が設定されたので，その基準
をクリアするための追加安全対策コスト増加

（601 億円を計上）要因を計上したうえで，廃
炉費用などの算入が必要となった。そこで，
原発の発電コストを 10.1/kWh 以上と試算し
た （33） 。ただし，この試算でも，原発は他の電
源コストよりも依然と最も安い発電コストとさ
れていた （34） 。
　しかし，原子力資料情報室（2018）が，発電
コストワーキンググループの 2014 年発電コス
ト試算に基づき，2016 年に再試算したところ，
原子力が 10.54 円以上 （35） ，石炭火力が 11.35 円
/kWh，LNG 火力が 8.58 円 /kWh となり，原
発が最も安い電源ではなくなっていた。同著に
よれば，発電コストワーキンググループ（2014）
の試算では，2014 年試算で LNG や石炭など国
際エネルギー価格を高く見込んだこと，そして
原子力の発電コストは賠償費用等を過小に見込
んだため，低すぎる見積もりになったという。
　さらに，日本経済研究センター（2017）の
試算によれば，今後 40 年間，廃炉・賠償費用

32　事故リスク対応費用は，不確実な要素が含まれているので，最低限の費用だけ計上し 0.5 円 /kWh と試算され
たが，損害額が 1 兆円増加することに発電コストは，0.1 円 /kWh が上昇することとした。

33　この試算では，新規制基準による追加的安全対策費は当時見積もられていた 1,000 億円 / 基のうち，新設時の
必要分は約 6 割の 601 億円 / 基とされた。また事故廃炉・賠償費用は見積額 12.2 兆円を，出力規模や人口などで
補正した 9.1 兆円としており，事故リスク対策費として 0.3 円 /kWh を計上していた（表 5.1）。

34　この試算におけるほかの電源の発電コストは，一般水力が 11.0 円 /kWh，石油火力が 30.6 ～ 43.4 円 /kWh，
LNG 火力が 13.7 円 /kWh，石炭火力が 12.3 円 /kWh であった。

35　検証ワーキンググループ（2014）は前述のように，事故リスク対策費として 9.1 兆円（補正値）を計上してい
たが，経済産業省が 2016 年 12 月に示した福島第一原発事故による損害費用の見積もりは総額 21.5 兆円だった。
これを 2014 年試算と同様の比率で補正した場合，16 兆円になる。そのため，2016 年での事故廃炉・賠償費用は
2014 年時点との差額である 6.9 兆円分，つまり 0.28 円 /kWh の増加となり，表 5.1 では，事故廃炉・賠償費用と
して計上されている。
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は，汚染水を海洋に希釈放出した場合で 41 兆
円，汚染水を除染処理した場合は 70 兆円とさ
れている （36） 。この場合，それぞれ 1.1 円，1.7
円の発電コストの増加要因になる （37） 。原発建
設コストも，米国では 100 万キロワット級の原
発建設には約 1 兆円がかかる状況を鑑み，検証
ワーキンググループ想定の約 2 倍である，8,000
億円を計上している。結果的に日本経済研究セ
ンター（2017）の試算によれば，2016 年の原
発発電コストは経済産業省が試算した損害費用

が 70 兆円，建設コスト 8,000 億円 / 基の場合
は 14.7 円 /kWh 以上と試算されている。当セ
ンターの試算によれば，原発は LNG，一般水
力，石炭火力よりも発電コストが高くなり，も
はや最も安い電源ではない。
　原子力市民委員会（2018）は，原発の建設費
単価を European Commission （2014）の試算
に基づき 104 万円 /kW と見なした場合，資本
費用が kWh 当り 9.7 円となった。事故費用を
23 兆円と見積もった場合，発電単価は追加的

表 5.1　原発発電コスト試算の変遷

（単位：円 /kWh）

1999年試算 2004年試算 2011年試算 2014年試算 2016年時点 2017年試算 2018年試算

資本費 2.3 2.3 2.5 3.1 3.1 5.9 9.7

運転維持費 1.9 1.5 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3

核燃料サイクル費 1.7 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5

安全対策費 ― ― 0.2 0.6 0.6 0.6 2.1

政策経費 ― ― 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3

事故リスク対応費 ― ― 0.5 以上 0.3 以上 0.3 以上 0.3 以上 ―

追加的安全対策費 ― ― ― ― 0.16 0.16 ―

事故廃炉・賠償費用 ― ― ― ― 0.28 1.72 ―

発電単価 5.9 5.3 8.9 以上 10.1 以上 10.54 以上 14.7 以上 17.9

注 1：1999 年試算は，原子力部会（1999）による。
　 2：2004 年試算は，電気事業分科会（2004）による。
　 3： 2011 年試算は，エネルギー・環境会議（2011）による。この試算では，基本的に 2010 年に（仮想の）発電プ

ラントを新設した場合の総費用を，建設したプラントが発電する総電力量（定格出力×稼働率×稼働日数（40
年間））で割る，モデルプラント方式と呼ばれる方法で求められた。

　 4： 2014 年試算は，検証ワーキンググループ（2014）による。同ワーキンググループでも，2014 年に発電プラント
を新設した場合の総費用を，建設したプラントが発電する総電力量で割る，モデルプラント方式で求められた。

　 5：2016 年時点は，原子力資料情報室（2018）による。
　 6： 2017 年試算の資本費は，日本経済研究センター（2017）が原発建設コストを現行（100 万 kW 級）4,200 億円 /

基から，近年の原発建設コスト上昇を考慮し，新規建設費用を現行試算の約 2 倍の 8,000 億円 / 基として見込
んだ場合による。事故廃炉・損害費用は，70 兆円と見積もった場合の試算である。

　 7： 2018 年試算は，原子力市民委員会（2018）が，European Commission（2014）に基づき原発の建設費単価を
104 万円 /kW，事故費用を 23 兆円とし，資本費 9.7 円，事故費用 2.1 円と試算したものである（他の費用は検
証ワーキンググループ（2014）と同様に見積もっていた）。

出典：注の資料などを総合して作成。

36　この試算では，廃炉・汚染水処理には専門家へのヒアリングなどをベースにしたトリチウム水の処理（2000
万円 / トン，貯留分の 100 万トン）費用が含まれている。

37　さらに日本経済研究センター（2019）「事故処理費用，40 年間に 35 兆～ 80 兆円に－廃炉見送り（閉じ込め・
管理方式）も選択肢に－」では，事故処理費用を 2017 年試算値より高く見積もっている。
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に kWh 当り 2.1 円が高くなる（他の費用は検
証ワーキンググループ（2014）と同様に見積もっ
ていた）。この試算によれば，原発のコストは
17.9 円 /kWh であり，ほとんどの電源の中で
最も高い電源となる。
　一方で，世界で最も高い原子力発電依存国で
あるフランスでも，福島原発事故以降，原発に
関する規制強化による安全対策費の上昇によ
り，原発の発電コストが高くなり，経済優位性
が失われつつあっている。フランスでは，豊富
な石油・天然ガス資源を持つイギリス，石炭資
源を持つドイツに比べて，エネルギー資源には
恵まれていなかった。そのため，1970 年代の
石油危機の際に原子力の大規模開発によって，
エネルギー源を確保する戦略に踏み切った  。
　フランスの公的資産の利用状況を監査する会
計検査院（Cour des comptes）が，既設の原子
力発電所の発電コストを算定した結果，2010 年
の時点で平均の発電コスト（資産償却を除く）
は 50€/MWhから 2016年には 64€/MWh，2017
年には 69€/MWh に上昇した結果がでた。そ
して原発の新設コストの場合，建設費用の上昇

により，2017 年に 120€/MWh（日本円で約 15
円 /kWh）となり既設を倍近く上回る（表 5.2）。
　国際的な民間調査機関の Bloomberg New 
Energy Finance によると，フランスにおける
風力と太陽光の発電コストは過去 2 年間で大幅
に低下し，新設原発に比べれば約半分，既設
原発に比べても低い水準になっている。こうし
たようにフランスでも原発推進の原動力となっ
ている原発の経済性が失われつつある。2015
年に施行した「エネルギー転換法」（French 
Energy Transition for Green Growth Law）で
原発の比率を 2035 年に 50％まで低下させる目
標を掲げているなど原発政策も後退の傾向を見
せている （38） 。これまで政治的にも社会的にも
原子力発電に依存するスタンスを変えてこな
かったフランスでも，原子力発電の役割を縮小
する方向へ舵を切っている。
　以上の原発の発電コストは，ある特定時点で
の諸条件の下で推計された「静態的試算」で
ある。一国のエネルギーの選択は，少なくと
も 10 ～ 20 年先を見て判断する必要がある。エ
ネルギー源，特に原発や石炭火力など大規模電

表 5.2　フランスにおける原発及び太陽光・風力発電のコスト比較

（単位：€/MWh）

発電類型（発表機関） 2012 年 2015 年 2017 年

原発 既設（Cour des comptes） 54 62.5 69＊

新設（Cour des comptes） 76 ～ 98 115 120＊

再エネ 太陽光（Bloomberg New Energy Finance） ― 118 59

陸上風力（Bloomberg New Energy Finance） ― 73 64

注： ＊は，Cour des comptes の 2016 年の発表値を基にした自然エネルギー財団の推定値で
ある。発電コストは各機関の発表時点の値である。

出典：Cour des comptes（2010，2017），Bloomberg New Energy Finance（2018）

38　その後 2018 年 11 月にマクロン大統領は，エネルギー移行に向けたフランスの国家戦略の基本方針を発表し，
原子力発電については，原発依存度を 50％まで引き下げる目標の達成期限を 2035 年に設定。2035 年までに 14
基の原子炉〔各 900 メガワット（MW）〕を廃炉にすることを決めた。そして 2022 年に石炭火力発電所を閉鎖す
る一方，2030 年までに陸上風力発電量を 3 倍に，太陽光発電量を 5 倍に拡大し，洋上風力発電についても 2022
年までに新たに 4 カ所の建設プロジェクトの入札を実施する方針を示した。
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源は，法的耐用年数が 30 ～ 40 年と長期とな
り，いわゆるロックイン効果が発生しやすくな
る （39） 。またエネルギーコストは，エネルギー
源の国際取引価格変動，技術革新速度，環境規
制強度に左右されることが多い。エネルギー選
択の際にはこれらを勘案した将来コストまでも
考慮する必要がある。
　近年，世界有数のエネルギー関連リサーチ機
関によると，原発や化石エネルギーによる従
来の火力発電と再生可能エネルギーの市場価
格が一致するいわゆるグリッドパリティ（Grid 
Parity）が多くの国ですでに達成しているもし
くは近い将来に達成するという （40） 。Bloomberg 
New Energy Finance（2018）によると，太陽
光や風力などはまだ未成熟の技術であり，今後

市場拡大とともに技術革新もさらに進むとされ
る。再生可能エネルギー発電コストが世界の中
でも高い日本においても，太陽光は 2020 年代
半ば，陸上風力は 2040 年頃には，最も安い在
来式電源である石炭火力水準まで下落するとい
う（図 5.1）。
　原発の場合，世界原発の主流となっている軽
水炉はすでに成熟の発電技術であり，これ以上
技術革新によるコストダウンはあまり期待でき
ない。一方で，世界の安全規制強化傾向によ
り，発電コストは現行より上昇傾向にある（図
5.1 の点線）。原発の発電コストが，表 5.1 の
2014 年時点の試算である 10.1 円 /kWh（以上）
が今後も維持されると仮定しても，太陽光発電
とは 2020 年代初め頃，陸上風力発電とは 2020

39　たとえば，大規模プロジェクトにおいて，一旦実行するとその後収益性の悪化から撤退を検討する際に，将来
の収益性とは関連のないはずの埋没費用についてもその額が大きいと，撤退の意思決定がし難くなり，関連事業
を継続させてしまう効果といえる。

40　例えば，RE21（2017），Bloomberg New Energy Finance（2018）などを参照。

図 5.1　日本における主要再生可能エネルギー発電の長期発電コスト展望
注： 原発のコストラインは，表 5.1 の原発へ発電コストの当該年度別試算の数値

を 2040 年まで水平で示したものである。
出典：Bloomberg New Energy Finance（2018）などを基に作成。

（年）
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年代後半に一致する。図 5.1 で見るように，そ
れ以降は原発のコストが両エネルギーの発電コ
ストより高くなる。さらに，原発の発電コスト
を 2017 年試算（14.7 円 /kWh 以上）から比較
すると現時点においても他の電源より高くなる。
　国際エネルギー調査機関である LAZARD

（2018）によれば，世界の各種電源の発電コス
トは，新設案件の場合（補助なしの均等化発電
原価），原発は 2013 年に太陽光発電とグリッ
ド・ペリティに到達し，2014 年からは太陽光
発電コストを上回っているという（図 5.2）。
　最後に新エネルギー・産業技術総合開発シナ
リオ（NEDO）（2015）によれば，日本におけ
る太陽光発電（非住宅用）の発電コストは，モ
ジュール変換効率改善など太陽光システムの技
術革新，運転年数（法定耐用年数）の増加（20
年から 30 年へ）などにより，2030 年には石炭
火力より安い 6.87 円 /kWh までに低減が可能
であるという。再生可能エネルギーのコストダ
ウン推移と伴い，世界主要国の再生可能エネル
ギー発電の普及目標が拡大傾向である。日本の

2030 年導入目標は，前述のように 22 ～ 24％
であるが，ドイツ 50％以上（2030 年，そして
2050 年 80％以上），イギリス 31％（2020 年），
フランス 40％（2030 年），イタリア 35 ～ 38％

（2020 年），米国カリフォルニア州 60％（2030
年）であり，日本を大きく上回っている（RE21

（2017））。

5.2　世界の原発安全規制強化と原発建設費用
　福島原発事故以降，原発に対する世界的な規
制強化により，新規建設コストが急上昇してい
る。原発建設に手かけていた日本国内外の多数
の原発建設関連会社が，収益性悪化を理由に，
工事から撤退や会社の存立基盤そのものが大き
く揺れる事例が増えている。
　たとえば，東芝が 2006 年に 6370 億円に買収
したの米原発子会社ウェスティングハウス・エ
レクトリック（WEC：Westinghouse Electric 
Company）が，米ジョージア州のボーグル

（Vogtle）発電所 2 基とサウスカロライナ州の
VC サマー（Summer）発電所 2 基，計 4 基を

図 5.2　世界の電源別発電コスト（新設案件，補助なしの均等化発電原価）
出典：LAZARD（2018）

（年）
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受注した。しかし工事費が当初の予定より大き
く膨らみ，結局東芝は 2017 年度には前年度の
4,600 億円赤字に続き，9500 億円の巨額赤字を
計上した。東芝本体の存続自体を大きく揺るが
すことになった （41） 。引き金となったのは 2006
年に買収した WEC とその建設子会社ストーン
アンドウェブスター社（S ＆ W 社）が米国に
おける原発建設事業で，巨額損失を引き起こし
たことによる。結局，東芝はこの原発事業から
撤退せざるを得なかった（表 5.3）。
　この費用上昇の主な要因の 1 つとして，米国
原子力規制委員会（NRC）が運転許可を出す
要件として建屋には航空機の激突，巨大竜巻や
地震に耐えられる強度を要求した。これらへの
対応のために大幅な設計変更を余儀なくされて
いたことが挙げられる。東芝は，この損失の影
響により，核心事業部門である半導体メモリ部
門の海外への売却，医療など新事業部門の国内
売却を余儀なくされた （42） 。
　Bloomberg NEF（2018）によれば，2017 年
に全米 61 カ所（99 基の原子力発電所）のうち，
半数以上の 34 カ所が赤字の状態だったという。
これは，天然ガスと自然エネルギーの発電コス
トが原子力よりも安くなったことが主因であ
る。損失額を合計すると約 30 億ドルに達する

という。USEIA（2018）によれば，利益を出
せなくなった原子炉の廃止が全米各地で相次い
で始まっており，2013 年以降，7 つの原子炉（設
備容量は合計 500 万 kW 以上）が運転を終了
した。さらに 12 基の原子炉（1100 万 kW 以上）
が運転可能な期間を残した状態で 2025 年まで
に終了することとなっている。
　日立製作所の場合，2012 年にドイツの電力
会社からイギリスの原発会社である「ホライズ
ン・ニュークリア・パワー（Horizon Nuclear 
Power Limited）」を 6 億 7000 万ポンドで買
収して以来，すでに 20 億ポンド（約 3000 億
円）を投じた。イギリス西部のアングルシー島

（Anglesey Island）のウィルファ・ニューウィッ
ド（Wylfa Newydd）原発建設に参加予定であっ
た。しかし，当初「2 兆円」とされたウィルファ
原発の総事業費が，2018 年明けには「3 兆円」
に膨張することが明らかになった。また事故発
生時想定される巨額損害賠償費問題で，その間
行われた投資の回収もできずに 2019 年 1 月に
工事凍結を表明した （43） 。自然エネルギー財団

（2019）と World Nuclear Association（2019）
によれば，Wylfa Newydd 原発では 2025 年に
10 セント /kWh 以下で電力を供給することを
目指したが，この価格水準では自然エネルギー

41　2017 年 5 月 15 日の東芝発表「2017 年 3 月期業績見通し」（監査法人未合意のため正式決算ではない）による。
42　WEC が手かけていたボーグル発電所 3 号機と 4 号機の 2 基は 2009 年建設許可を得て，2016 ～ 2017 で稼働開

始の予定であったが，工期が遅れ，3 号機が 2019 年，4 号機が 2020 年に運転を開始する予定だった。しかし，
現在のところ 2021 年と 2022 年まで延期される見通しであり，さらに遅れる可能性がある。これにより，ボーグ
ル発電所 2 基は，当初の建設費用は 133 億ドルと想定されたが，モルガン・スタンレーの試算（2017）によれば
2017 年時点で 190 億ドルに膨れ上がっている。VC サマー発電所 2 基も 2009 年に建設許可を得たが，東芝の原
発事業縮小再編の影響により工事中断が決定された。VC サマー発電所の建設費用も，当初の建設費用は 110 億
ドルであったが，同じくモルガン・スタンレーの試算によれば，229 億ドルへ上昇したという。WEC は，2017
年 3 月，ニューヨーク州連邦裁判所に破産を申請した。結局東芝は，米国の原発建設工事に参加することで，総
計 1 兆 3000 億円以上の大きな損失を被ることになった。

43　かつて 1 基当り 4500 億円前後と言われた原発建設費は，福島原発事故後には安全対策強化などで 1 兆円超に
高騰していたが，その後さらに 1.5 兆円と上昇した。日立製作所は，英政府に対して新たな資金支援や原発稼働
後の電力を高値で買い取る差額決済契約（CfD ＝ Contract for Difference）を要望したが，受け入れられず，工
事凍結を宣言した。
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に対する競争力はないという。
　そして三菱重工業は，トルコの黒海沿岸のシ
ノップに原発工事を計画していたが，2013 年当
時 2 兆円と見込んだ建設費は，福島原発事故以

降安全対策費が上昇していた。2017 年時点で 5
兆円近くに高騰，三菱重工とコンソーシアムを
組んだ伊藤忠商事が事業計画から離脱して，三
菱重工業も建設計画中断を余儀なくされた （44） 。

表 5.3　日本国内外での主要原発建設工事とその費用の変化

建設事業者 発電容量と炉型 当初の建設費用予
想

中断もしくは撤退
時の建設費用予想 工事撤退・中止などの主な理由

日本政府の発電コ
スト試算時に採用
したモデル原子炉

モデル原子炉（100
万 kW，40 年稼働）

4,200 億円 / 基
― ―

ウエスティングハ
ウ ス（WEC） の
米国ジョージア州
とサウスカロライ
ナ州での原発建設

110 万 kW 級 の
А Р 1000 の 4 基

（WEC 自 身 が 開
発した加圧水型原
子炉）

〇 V o g t l eでは
2基 133億ドル，
V.C. Summerで
は 2基 110億ド
ル予想

〇 1 基当り
約 6500 億円

〇原子炉 4 基建設
の総額は，419
億ドルに達する
と試算

〇 1 基当り約 1 兆
1500 億円

2009 年に建設承認を得て，2012
年に着工したが，原発安全規制強
化による設計変更などにより工事
は予定通り進まず，2017 年に撤
退宣言

日立製作所の英国
のアングルシー島
での原発建設

130 万 kw 級改良
型沸騰水型軽水炉

（ABWR）の原発
2 基の建設計画

〇 1 基当り
約 1 兆円

〇 1 基当り約 1.5
兆円に上昇

2019 年の着工，2020 年代半ばの
運転開始を目指していたが中止宣
言

三菱重工業のトル
コのシノップ原発
建設

4 基 の 112 万 kW
級 ATMEA-1（仏
Framatome（ 旧
Areva）との合弁
企 業 ATMEA が
開発した加圧水型
炉）

〇 1 基当り
約 5000 億円

〇 1 基当り約 1 兆
2500 億円

2013 年当時 4 基の総工事費 2 兆
円と見込んだが工事遅延等によ
り，建設費は，2017 年時点で 5
兆円近くに高騰し，撤退宣言

フランス電力会社
EDF のイギリス
ヒンクリー・ポイ
ント C の原発建
設

1 6 3 万 kW 級 2
基，欧州加圧水型
炉（EPR）

〇事業者の EDF
が 2012 年 に 2
基 160 億ポンド
予想

〇 1 基当り約 1 兆
1000 億円

〇 2 基 245 億ポン
ドへ上昇

〇 1 基当り約 1 兆
7000 億 円 ま で
上昇

同事業では EDF が資金調達を担
い，コスト上振れや建設遅延によ
る全てのリスクを背負う見返り
に，電力価格を 35 年間，メガワッ
ト時当たり最高 92.50 ポンドと契
約時の市場価格の 2 倍強に設定す
ることが保証された。

アレバのフィンラ
ンドのオルキルオ
ト原発 3 号機建設

1 6 3 万 kW 級 2
基，欧州加圧水型
炉（EPR）

〇 1 基当り 30 億
ユーロ

（約 3700 億円）

〇 1 基 当 り 85 億
ユーロ（約 1 兆
400 億円）へ上
昇

2005 年に着工し，当初 2009 年完
工予定であったが，安全規制強化
など工期遅延により 2019 年 5 月
となっている。

フランスで EDF
のフラマンビル原
発建設

3 号機（FL3）（163
万ｋＷ）欧州加圧
水型炉（EPR）

〇 1 基当り 33 億
ユーロ

（約 4000 億円）

〇 1 基当り 105 億
ユーロ（約 1 兆
3000 億 円 ） へ
上昇

2007 年末に着工し，2012 年竣工
の予定であったが，土木エンジニ
アリング作業の見直しや福島原発
事故にともなう包括的安全審査，
原子炉容器の鋼材組成に異常が発
見されたこと等により，当初予定
より大幅に遅延

注：為替レートは当時のものを適用。
出典：各社およびマスコミ発表資料を総合して作成。

44　三菱重工業は，事業費を回収するためにトルコ政府に電気料金の引き上げなどを求めたが，国民からの反発を
おそれたトルコ政府との間で交渉が難航したうえ，トルコ国内の経済混乱もあり，原発の建設費を回収する見通
しがつかなくなった。
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　フランス電力会社 EDF のイギリスでのヒン
クリー・ポイント（Hinkley Point）C の原発
建設は，工事遅延と建設コストの上昇により難
しい局面を迎えた。EDF が中国の原発建設会
社である中国広核集団（CGN）をパートナー
として迎え入れ（CGN の 1/3 出資），さらにイ
ギリス政府から電力価格を 35 年間，メガワッ
ト時当り最高 92.50 ポンドと，契約時の市場価
格の 2 倍強に設定することが保証された。すな
わち原発は経済的にも採算が合わないエネル
ギーであることが反証されている （45） 。この原
発工事の 1 号機は 2018 年 12 月に着工してお
り，2 号機は 2020 年に着工する予定であり，
送電はそれぞれ 2026 年と 2027 年に開始予定で
ある。
　一方で，世界トップの原発建設業者で
あったフランスのアレバ（Areva）も，表
5.3 で見るようにフィンランドのオルキルオ
ト（Olkiluodon）やフランスのフラマンビル

（Flamanville）など複数の原発建設に巨額の
損失を出した。その結果，経営破綻寸前まで
追い込まれ，政府保有の EDF（フランス電力
公社）の支援などにより 2018 年 1 月にオラノ

（Orano）へ改変されている。アレバが開発し
た欧州加圧水型炉（EPR）は，メルトダウン（炉
心溶融）といった過酷事故発生確率の低減と，
航空機の衝突にも耐えられる強靭性を売り物に
する新鋭原子炉だった。しかし，構造の複雑さ
とそれに伴う工事難度の高さも建設コストの上

昇をもたらした。
　以上でみるように，日本政府が原発の発電
コストを試算するときには，1 基当り 4000 ～
4400 億円を想定していた。新規建設の場合
1 ～ 1.5 兆円がかかることになり，もはや原発
の経済性は失われていると言っても過言ではな
い。他に，米ゼネラル・エレクトリック（GE）
も原発からはほぼ手を引いており，独シーメン
スは 2011 年に早々原発から撤退，再生可能エ
ネルギー企業として発展している。原発に固執
していた米国 WEC は破産し，東芝も倒産状態
まで追い込まれ，日立製作所はイギリスで失
敗，三菱重工業もトルコで大赤字を出している。
　世界の原発市場で採算性をベースにした純粋
な民間企業は劣勢を強いられた （46） 。政府と一
体化した中国やロシアの企業が低価受注により
存在感を増していく状況となっている。世界
の原発新規工事は，表 5.4 で見るように中国と
ロシアを除く，ほとんどの国で新規着工は格段
に減っている。事実上国家が原発建設の権限を
持っている中国とロシアの場合，福島原発事故
以降，依然と国内外で原発の建設を進めてい
る （47） 。

６．おわりに：原子力リスクから安全な
社会に向けて

　本稿では，まず日本の原発政策について考察
した後，福島原発事故の後に策定された「新規

45　ヒンクリーポイント C 原発は高い買取価格について国民の批判が大きかったが，東芝と日立がいなくなった以
上，英政府は原発新設をフランスの EDF と中国の CGN に頼らざるを得なくなっている。

46　たとえば，フランスで建設中の「Flamanville Ⅲ原子力発電所」は，度重なる工事の遅れと大幅なコスト超過
に直面しており，発電コストはヨーロッパの風力・太陽光発電と比較して約 2 倍の水準の 120€/MWh（約 15.6
円 /kWh）まで上昇すると予測されている。

47　たとえば，中国では 2019 年 12 月末現在 16 サイト 48 基の原発（研究炉を含む）が運転中で，発電設備容量は
4590 万キロワットに上る。基数，発電設備容量とも日本を抜いて世界第 3 位となった。2015 年 12 月，「華龍 1 号」
の輸出専門会社「華龍国際核電技術有限公司（華龍公司）」が設立され，中国は「原子力輸出強国」の道を歩む
ことが明確になった。
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制基準」について，原子力リスクから安全確保
ができるレベルであるかどうかについて既存研
究に基づいて検討した。また，規制基準の強化
により上昇している原発の発電コストについて
諸機関の発表データを用いて比較分析を行っ
た。そして，海外で原発プロジェクトに参加し
ていた国内外の原発建設事業者が，福島原発事
故以来規制強化による工期遅延，設計の変更な
どのより巨額の損失を被ることになり，建設工
事から撤退，本業の縮小再編にまで追い込まれ
る実態についても詳細に考察した。
　本稿の考察により，原子力リスクから安全な
社会に向かうために以下の提案をしたい。
　第 1 に，日本政府は 2018 年の第 5 次エネル
ギー基本計画で，原発について 2030 年に向け
て「依存度を可能な限り低減」としながらも，
数値目標は，福島原発事故前の約 25％から
2030 年に 22 ～ 20％と微減に留め，依然と重要
電源として位置づけ，再稼働を進めることも表

明していた。新規原発建設の困難，新規制基準
による再稼働申請断念，既存原発の再稼働に対
する地域住民の反対などにより，その実現の可
能性はかなり低いのが現状である。日本経済エ
ネルギー研究所（2018）による 2030 年レファ
レンスケースでの原発割合13.5％予測もそれを
裏付けている。
　一方で，第 5 次エネルギー基本計画では，日
本の政府が再生可能エネルギーについて初め
て「主力エネルギー」として表明している。し
かし，電源割合は依然と 2015 年の長期エネル
ギー需給見通し上の 22 ～ 24％に留まる。これ
は，主要先進国の 30 ～ 50％と比較すれば最も
小さい数字目標である。これからのエネルギー
計画は，再生可能エネルギーを中心とした，安
心安全が保障される持続可能な低炭素社会に向
けたより現実性のある電源計画の樹立が望まれ
る。
　第 2 に，日本は，福島原発事故の後，規制機

表 5.4　主な原発事故区分別主要国の原子力発電所着工原子炉基数現況

～ 1979（ ス リ ー
マイル事故前まで）

1979 ～ 1986（スリー
マイル事故～チェル
ノブイル事故前まで）

1986 ～ 2011（チェ
ルノブイル事故～福
島原発事故前まで）

2011 ～ 2018（ 福
島原発事故以降） 計画中

日本
国内 24 16 19 0 不明
国外 0 0 0 0 不明

中国
国内 0 1 39 14 24
国外 0 0 3 3 不明

韓国
国内 3 6 16 5 0
国外 0 0 4 0 不明

台湾
国内 6 0 2 0 0
国外 0 0 0 0 0

アメリカ
国内 133 0 0 2 1
国外 35 5 4 0 0

フランス
国内 41 23 5 0 0
国外 5 2 7 0 0

ロシア
国内 40 10 8 2 15
国外 32 23 7 7 不明

注： 「国内」は，同国内で着工された原発基数であり，「国外」は同国の原発建設事業者が海外で着工された原発基数
である。

出典：日本原子力産業協会（2019）などを基に作成。
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関の独立性を高め，新規制基準を作成し，この
基準をクリアすることを原発再稼働の条件とし
た。この新規制基準は，既存原発の安全対策強
化や老朽原発の退場を促進させるなど原発リス
ク低減に一定の効果もしめした。ただし，立地
審査指針の適用外，地震，津波，火災，内部溢
水など共通要因による多重事故の軽視，テロな
ど特定重大事故対策の猶予など課題も多く指摘
されている。事故対策の限界コストは逓増する
ので，事故リスクを限りなく低減しようとする
と（規制水準を限りなく厳しくすると），総対
策費用は民間企業としては耐えられないほど膨
張する。すなわち原発の商業発電は成立できな
くなる。
　政府の原発推進方針（2030 年原発割合 20 ～
22％）を無視することのできない原子力規制委
員会としては，原発の安全規制水準を商業発電
に耐えられるレベルに合わせたい誘因が働く。
すなわち規制水準を原発の安全保障が確保でき
るレベルに合わせるより，商業発電が成り立つ
レベルに合わせる誘因が働く。言い換えれば，
原発の安全確保と商業発電は両立の難しい事柄
である。現在のような原発の運営を民間企業に
一任するのではなく，公営企業に一元化し，商
業性を問わず原発の安全対策を国民が安心でき
るレベルまで徹底する必要がある。なお，福島
原発事故の後，原子力規制委員会の創設など原
子力規制機関の独立性を強めた。しかしながら，
これまでの活動とメンバーの構成などの面から
も，原子力工学者が過半を占めるなど原子力安
全を最優先しすべき機関として国民の信頼を得
られているとは言い難い。規制委員会の人事と
活動において独立性と透明性をより強めるべき
である。
　第 3 に，電源コストを算定する際には，透明
性と公正性の高いデータに基づき，原発の私的
コストだけでなく，社会的コスト（政策コス
ト，事故損害コストなど）も適正に反映しなけ

ればならない。原発の発電コストの算定におい
て，原発に有利なデータだけ算入し，原発に不
利なデータは隠したり縮小算入したりしてはな
らない。原発に対する不正な情報は，市場をゆ
がめ，長期的に国の競争力を阻害する。海外で
手がけていた原発プロジェクトが，建設工事費
の急上昇により，多額の損失を被った事例が多
発していた。
　本稿の考察からも海外でも商業ベースの原発
建設は難しいことが分かる。海外では，中国と
ロシアなど万が一の事故のときに国民負担を覚
悟した，国策として進めている（工事リスクを
国が負担する）原発建設のみ生きている。イギ
リスで日立製作所の撤退の例から見るように，
原発工事から撤退は単なる原発の工事費の上昇
だけではなく，風力など再生可能エネルギー発
電コストの急低下にもある。このような近年の
再生可能エネルギーのコストダウンは，イギリ
ス政府が，相対的に高くなった原発コストの国
民負担を憂慮し，日立製作所の追加補助要請に
応じなかったことも主たる要因であったといえ
る。
　第 4 に，規制基準の設定や審査に地方の役割
を全く認めておらず，立地や周辺自治体の意見
が反映される仕組みにする必要がある。第 5 次
エネルギー基本計画上でも，「原子力関係施設
の立地自治体や住民等関係者の理解と協力が必
要であり」と規定されている。新規制基準に自
治体の意見が反映されていないため，審査に合
格しても多くの地域住民はそれを信頼できず，
再稼働に激しく反対している。高度成長期に産
業施設を抱えていた自治体は，国の汚染規制に
先立って「上乗せ規制」や「横出し規制」を条
例で定めることで，激甚であった産業公害問題
を克服してきた歴史がある。原発事故時，直接
的な被害を受ける自治体に原子力安全審査に対
する何らかの権限がないことは，公平性の観点
からも大きな問題があるといえる。
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　日本では，まだ 36 基の原発稼働可能な状況
である。これらの原発に行われた巨大な投資，
雇用，国民経済への影響などを考えると短期間
に脱原発は現実的ではないかもしれない。ただ
し本稿の考察から原発の安全確保と商業発電は
両立困難であることが明らかになった。これま
で日本は，原発は民間会社が運営してきたが，
事実上国策で民間の運営を支えてきた。すなわ
ち国策なしでは原発なしと言っても過言ではな
いであろう。原発は今後経済性も失われること
になった。重大事故が起きた場合，その被害補
償などには私企業では到底負担できないレベル
であることも明らかになった。原発には民間保
険が機能しないことは昔から指摘されてきたこ
とである （48） 。フランスでは，老朽化が進む原
子炉のメンテナンスや設備交換のために多額の
資金が必要だが，その確保がすでに困難となっ
ているフランス電力公社（EDF）に対する国
有化の動きがある。そして，韓国で 2001 年に
韓国水力原子力㈱が韓国電力公社から分離さ
れ，原発はすべてこの韓国水力原子力㈱に一本
化を行った事例も示唆できる （49） 。
　結論的を言うと，原発リスクから安全な社会
に向かうためには，再生可能エネルギー中心の
長期電源計画，原子力規制機関の実質的な独立
性確保と透明性のさらなる向上，そして原発を
民間から切り離し，公共が安全確保の責任を取
ることである。そのためには，国は原発の将来
ビジョンに対して明確にし，国民的議論を通し
て，原発を公共が担うべき正当性を確保する必
要があるだろう。　　　　　　　　　　　　　
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